
全 L協 事業 26第 100号

平成 26年 7月 14日

正会員 各 位

(一社)全国 LPガ ス協会

ガスシステム改革に向けた意見提出について

(お知らせ)

経産省において検討が行われておりますガスシステム改革 (都市ガス自由化)

におきまして、当協会としての意見を別添のとおり提出(資源エネルギー庁ガス

市場整備課)いたしましたので、お知らせいたします。

以 上

発信手段 :Eメ ール

事業推進部 :若山、難波、瀬谷



別 添

ガスシステム改革に向けた意見

1.氏 名 :一般社団法人 全 国 LPガ ス協会

2.年 齢 (いずれかを選択):一

3.性 別 (いずれかを選択):一

4.所 属 (会社名 白学校名等又は職業):一 般社団法人 全 国 LPガ ス協会

5.連 絡先
口住所 :東京都港区新橋 1丁 目18番 6号  共 栄火災ビルフ階
・電話番号 :03‐3593‐3500
a FAXをお使いであれば、FAX番 号 :03口3593‐3700
口電子メールをお使いであれば、そのア ドレス :gyomuaapanlpg.or.jp

6.意 見

現在、都市ガス事業者には公益事業者として、いわゆる公益特権や税の軽

減などの様々な優遇措置が与えられております。一方、既に自由競争下で事

業を行つているLPガ ス販売事業者には、都市ガス事業者に認められるよう

な優遇措置はありません (※詳細は一覧表を参照)。同じガス体エネルギーで

ありながら、このような事業環境の違いがガス料金の違いとして消費者の負

担となつているという実態がございます。

また、今後、ガスの小売全面自由化に伴い、大手都市ガス会社や新規参入

してくると考えられる電力会社等の大手資本と直接競争することになります。

しかしながら、中小零細企業が太宗を占めるLPガ ス販売事業者の経営環境

は概 して厳しく、過当競争にさらされれば更なる経営悪化は免れません。我々

LPガ ス販売事業者はガス供給の最終保障サービスであり、経営悪化による

LPガ ス販売事業者の廃業は地域社会における重要なインフラの喪失にも繋

がりかねないと考えております。

また、ガスシステム改革の目的の中で 「システム改革により、ガスを供給

する側より情報や交渉力が不足する消費者の利益が損なわれないよう留意す

べきではないか。」と記載があるように、特定の地域に居住する人々のみ利益

を享受できるような現行のガスシステムは見直しが必要であると考えます。

従いまして、ガス体エネルギーの販売市場で消費者利益の保護及び公平 ロ

公正な競争を促進する観点から、 LPガ ス販売事業者と都市ガス事業者のイ

コrル フッティングを図るために、いわゆる公益特権や税の軽減などの優遇

措置の見直しを要望いたします。



平成26年7月11日
一般社団法人 全国LPガス協会

いわゆる公益特柱等に係る検討項目
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＼ 現行関係法令 項 目

公
曇
特
相
守

ガス事業法
公共用上1 の便用

土地の立ち入 り

勿の伐採

道路法 水道、日気、ガス事業等のための 『θD

道路交通 1の

同 法 道路 「が設ける共同満の利用

別措置法 国の普通財産の議受代金を延納できる特約期間の特例通常 5年 間か ら 10年

土地収用法 土地の収用

国有財産法 の行政 (土地 )に ガス宮 を数設する場合の地上権の

法 地方公共団'卜の行政財産 (土地) にガス導管等を数設する場地上権の設定

農地法 ガス導管等の設置について農業事員会の許可が不要

都市計画法

都市計画区域でのガス設備の設置に係る開発行為は許可不要
こガス 春定め ことがで

40ヘ クタール以上の ;はガス事業者と事前協議が必要

都に関する特例 (都市計画ヘガス供給施設を定める)

ガス設備に係る区画変更届出が不要

都市緑地法
に Sけ るガスエ作物の は 不

1区内のガス の設置は知事の許可が不要

都市公園法 都市公医の占用の特例

土地区画整理法 特別の宅地| 対 1
~る

計画の特例
建 /AR夢 【に =してのガスの 己載

去 住宅地域 (3,5t)・ 商業地域 (7t)等 の用途地域ごとの貯蔵量制限の線廃 (高圧ガス保安法)

風致地区政令 風致地区内におけるガスエ作物の設置及び管理| 関する行為は、知事の許可が不要

農業振興地域理 !区P に Sけ るガスエイ 勿の設置 又は 理について知事の許可が不要

ナ 気汚業防止法 適用除外

騒音規制法 適用除外
備刊l 用除タ

石災混 用除タ

地すべ り等防止法 適用除外
i通業務市街掛 市衛地 P のガス施設建設について特例

電波法
電波利用料の徴収等の委託が可能

気通信紛! 昼理委員会による )つせん及び仲裁

分 野 の sの確保のためのう の ; 用除外

に
遇
税
制

法 人 工事負担金 で取 し た 等の圧縮額の慎金算入が可

石油ガス税
自動車用の石油ガス容器に充てんされている石油ガスには石油ガス税が課税
(天然ガスは非課税)

地方税法

ガス事業に係る固定資産税の車

天然 ガスス ン に係る固定資産税の軽減

ガス事業 こ係る事業税の軽減

法人税法 天然 ガス 自動車 に係 る法人税 の :たは特別償却
!取得税 天然 ガス ロ葺〕車は自動車取得' の軽減

自動車重量税法 天然ガス自動車は自動車重量税免ほ
動車税 天然 ガス 自動車の 自動車税

保

安

ガス事業法

消費機器の定期調査は3回 訪問し不在 ・拒否の場合調査打切りが可能
→液石法は調査打切りはなく、調査完了まで半永久的に訪問又は保安閉横が必要

消費機器に する周知の頻度は3年 に 1回 以上→液石法は2年 に 1回 以上

緊急時済応 去各社の保安規程 こよる→液石法は30分 以内に到着することが義務
一般ガス事業の保安規程は届出→液石法の保安業務規程は認可

自社の社内基準等により設備工事者の指定 口認定
→液石法は国家資格の液化石油ガス設備士免状取得者がお客様か ら選択 されれば全国共通に工事ができる。

ガス事業法 (その他) 一般 ガス1 と液化石油ガス 死業の保安 10 目について整合性の見直 し

高圧ガス保安法
天然ガス自動車の容器再検査は圧力試験不要 (装置 したまま目視 ・漏えいのみ規定)

→液化石油ガス自動車の容器再検査は圧力試験が必要 (取り外し必要)

ttの他 石油備蓄法
中東依存度が約3割 であるなど供給源の多角化等が進んでいる天然ガスは民間備蓄の義務
がないのに対し、これまで中東依存度が約8割 と高い液化石油ガスは民間備蓄の義務あ
る。しかし、シエール革命等供給源の多角化が進んでおり、再検討の余地がある。


